
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
が
質
問

に
答
え
ま
す

2015.8.19 広報えな 8

期
待
さ
れ
る
効
果

❶
添
付
が
必
要
な
書
類
の
削
減
な

ど
、
行
政
手
続
が
簡
素
化
さ
れ
、

利
便
性
が
向
上
し
ま
す
。

❷
所
得
や
他
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の

受
給
状
況
を
把
握
し
や
す
く
な

り
、
給
付
や
支
援
の
公
平
・
公
正

化
が
図
ら
れ
ま
す
。

❸
社
会
保
障
や
税
、
災
害
対
策
の

分
野
で
情
報
連
携
が
円
滑
化
さ
れ

ま
す
。

　月
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

を
通
知

住
民
票
の
住
所
へ
送
付

　
こ
と
し
１０
月
か
ら
、
市
内
に
住

民
票
を
有
す
る
市
民
の
皆
さ
ん

に
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）

の
通
知
カ
ー
ド
を
順
次
お
届
け
し

ま
す
。

　
通
知
カ
ー
ド
は
、
原
則
、
住
民

票
の
住
所
に
届
き
ま
す
。
通
知
を

確
実
に
受
け
取
っ
て
も
ら
う
た

め
、
現
在
お
住
ま
い
の
場
所
と
住

民
票
の
住
所
が
異
な
る
方
は
、
住

民
票
の
変
更
手
続
き
を
お
願
い
し

ま
す
。

　
ま
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
中
長

期
在
留
者
や
特
別
永
住
者
な
ど
の

外
国
人
の
方
に
も
通
知
さ
れ
ま

す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
大
切
に
保
管
を

　
通
知
カ
ー
ド
は
、
紙
製
の
カ
ー

ド
に
な
る
予
定
で
す
。券
面
に
は
、

氏
名
や
住
所
、
生
年
月
日
、
性

別
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ

ま
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
一
生
使
う

も
の
で
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
第

三
者
に
漏
え
い
し
て
、
不
正
に
使

わ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
を
除

き
、番
号
は
一
生
変
わ
り
ま
せ
ん
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
大
切
に
管
理
し

て
く
だ
さ
い
。

取
り
扱
い
上
の
注
意

●
送
ら
れ
て
き
た「
通
知
カ
ー
ド
」

は
、大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
国
や
都
道

府
県
、
市
町
村
な
ど
で
手
続
き
に

使
用
す
る
以
外
、
む
や
み
に
他
人

に
教
え
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ

い
。

●
他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
不
正

に
入
手
し
た
り
、
正
当
な
理
由
な

く
他
人
に
提
供
す
る
こ
と
は
処
罰

の
対
象
に
な
り
ま
す
。

●
通
知
カ
ー
ド
は
全
て
の
方
に
送

ら
れ
ま
す
が
、
顔
写
真
が
掲
載
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。
本
人
確
認
の
と

き
は
、
通
知
カ
ー
ド
と
は
別
に
顔

写
真
が
入
っ
た
証
明
書
な
ど
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

　
国
民
生
活
を
支
え
る
社
会
的
基
盤
と
し
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
社
会
保
障
・
税
番
号
）
制
度
が
導
入

さ
れ
ま
す
。こ
と
し
１０
月
か
ら
、市
内
に
住
民
票
を
有
す
る
市
民
の
皆
さ
ん
に
、順
次
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個

人
番
号
）
の
通
知
を
お
届
け
し
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
概
要
な
ど
に
つ
い
て
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

　
　
総
合
政
策
課
（
内
線
３
２
６
）、
市
民
課
（
内
線
１
４
８
）

希
望
者
に
個
人
番
号
カ
ー

ド
を
交
付

　
希
望
す
る
方
は
、
申
請
に
よ
り

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
取
得
で
き
ま

す
。

　
個
人
番
号
カ
ー
ド
は
、
顔
写
真

付
き
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
で
、
表
面
に

氏
名
や
住
所
、
生
年
月
日
、
性
別
、

有
効
期
間
、
本
人
の
顔
写
真
が
表

示
さ
れ
、
裏
面
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

が
記
載
さ
れ
ま
す
。

　
個
人
番
号
カ
ー
ド
は
、
本
人
確

認
の
た
め
の
身
分
証
明
書
と
し
て

利
用
で
き
る
他
、
ｅ
―
Ｔ
Ａ
Ｘ
な

ど
の
電
子
申
請
な
ど
に
も
利
用
で

き
ま
す
。

　
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
申
請

書
は
、
通
知
カ
ー
ド
と
一
緒
に
送

付
し
ま
す
。
お
手
元
に
届
い
た
時

点
か
ら
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
申
請

が
で
き
、
来
年
１
月
以
降
に
個
人

番
号
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
ら
れ

る
予
定
で
す
。
初
回
の
発
行
手
数

料
は
無
料
で
す
。

　
申
請
方
法
な
ど
は
、
本
紙
で
あ

ら
た
め
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　複数の機関がそれぞれで管理している個人情報を、一人ず
つ通知される１２桁の番号（マイナンバー）で関連付け、行
政の事務を効率化。市民の皆さんの利便性を高めることで、
公平で公正な社会を実現することを目的とする制度です。
　マイナンバーは、住民票を有する全ての人に対して、一人
に一つ付番され（重複はありません）、原則として、一度指
定された番号は生涯同じ
です。
　マイナンバーは、国の
行政機関や地方公共団体
などで、社会保障、税、
災害対策の分野で利用さ
れることになります。

　やむを得ない理由により、住所地で通知
カードを受け取ることができない方は、居
所情報の登録申請をすることにより、現在
お住まいの場所（居所）に通知カードを送
付することができます。
□対象　❶医療機関や施設などへの長期入
院や入所が見込まれる方で、住所地に誰も
居住していない方❷ＤＶ（ドメスティック
バイオレンス）、ストーカー行為、児童虐
待などの被害者で、住所地以外の場所へ移
動している方❸東日本大震災により被災
し、住所地以外の場所へ避難している方❹
「❶から❸」以外の方で、やむを得ない理
由により住所地で通知カードの送付を受け
ることができない方
□申請方法　「通知カードの送付先に係る
居所登録申請書」に記入の上、必要書類を
添付して、住民票のある市町村窓口へ直接
提出するか郵送してください。申請書は、
市民課や各振興事務所、警察署や保健所な
どの相談機関などで入手できます。詳しく
は、申請書をご覧ください。
□申請期間　９月１日㈫～３０日㈬（必着）

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
と

の
重
複
所
持
は
不
可
　
　

　
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
は
、
平

成
２７
年
１２
月
２８
日
で
発
行
と
交
付

が
終
了
し
ま
す
。

　
平
成
２７
年
１２
月
ま
で
に
交
付
さ

れ
た
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
は
、

カ
ー
ド
に
記
載
さ
れ
て
い
る
有
効

期
限
ま
で
有
効
で
す
。

　
個
人
番
号
カ
ー
ド
と
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
を
同
時
に
持
つ
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
が
、
個
人

番
号
カ
ー
ド
を
取
得
し
た
場
合

は
、
そ
の
時
点
で
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
は
廃
止
と
な
り
回
収
し
ま

す
。

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

（
予
定
）

平
成
２７
年
１０
月
～

◇
住
民
票
の
住
所
へ
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
記
載
し
た「
通
知
カ
ー
ド
」

が
送
付

平
成
２８
年
１
月
～

◇
社
会
保
障
や
税
、
災
害
対
策
の

手
続
き
で
、
国
や
都
道
府
県
、
市

町
村
へ
提
出
す
る
書
類
の
一
部
に

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
入
が
必
要
と

な
る

◇
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
が
希
望

者
へ
交
付

通知カードを住所地以外
で受け取りたい方

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
よ

く
あ
る
質
問
や
最
新
情
報

は
、
内
閣
官
房
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
（
社
会
保
障
・
税
番

号
）
制
度
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
（h

ttp
://w

w
w
.cas.

g
o
.jp
/jp
/seisa

k
u
/

bangoseido/

）
に
掲
載

し
て
い
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
つ
い
て

不
明
な
点
が
あ
る
方
や
、
さ

ら
に
詳
し
い
情
報
を
知
り
た

い
方
は
、
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

へ
気
軽
に
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　
　
全
国
共
通
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ

ル
（
土
日
・
祝
日
を
除
く
平

日
午
前
９
時
半
～
午
後
５
時

半
、
通
話
料
が
必
要
）
志

０
５
７
０
―
２
０
―
０
１
７

８
（
外
国
語
は
０
５
７
０
―

２
０
―
０
２
９
１
）

平
成
２９
年
１
月
～

◇
国
の
機
関
の
間
で
情
報
連
携
が

開
始

平
成
２９
年
７
月
～

◇
地
方
公
共
団
体
な
ど
で
情
報
連

携
が
開
始

問　：問い合わせ　

始
ま
る
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
社
会
保
障
・
税
番
号
）
制
度
。

マイナンバー制度とは
問

▲通知カードのイメージ

一人一つ
ずつ番号を
もらうよ

▶公式キャラクター
「マイナちゃん」

▲個人番号カード（表面）のイメージ

▲個人番号カード（裏面）のイメージ

１０

問


